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○
山
梨
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企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

九
九

選
挙
管
理
委
員
会

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
一
定
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一
〇
〇

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数
　
　
　
　
　
　
　
　	

一
〇
〇

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	

一
〇
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
新
環
状
道
路
建

設
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

四
　
区
域
変
更
の
期
日
　
令
和
六
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
富
士
・
東

部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
河
川
の
名
称
　
相
模
川
水
系
　
河
口
湖

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
令
和
六
年
三
月
十
八
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
宝
司
ヶ
塚
一
〇
七
四
番
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
土
地
　
二
百
三
十
・
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
七
十
一
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
令
和
六
年
三
月
十

八
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
白
井
町
字
元
河
原
一
九
四
四
番
六
地
先
か

ら甲
府
市
白
井
町
字
元
河
原
一
九
四
三
番
一
地
先
ま

で

旧

一
三
・
七
～

　
　
三
八
四
・
七

一
一
四
・
四

新

一
三
・
七
～

　
　
　
一
八
・
九

一
一
四
・
四

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
白
井
町
字
元
河
原
一
九
四
四
番
六
地
先
か

ら甲
府
市
白
井
町
字
元
河
原
一
九
四
三
番
一
地
先
ま

で

旧

一
三
・
七
～

　
　
三
八
四
・
七

一
一
四
・
四

新

一
三
・
七
～

　
　
　
一
八
・
九

一
一
四
・
四

名
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発
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山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
六
号
　
　
令
和
六
年
三
月
十
八
日

九
八

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

二
　
指
定
す
る
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く

犯
罪
を
誘
発
す
る
等
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公
　
　
　
告

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
農
地
環
境
整
備
事
業
（
南
ア
ル
プ
ス
西
部
地
区
中
野
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関

係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県

知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審

査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
一
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
十
八
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士

見
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

名
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週
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（
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月
号

（
株
）
一
水
社

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
河
阪
昌
則

笛
吹
市
石
和
町
河
内
四
百
七
十
二

番
地

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

理
事

原
敏
雄

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
九
十
二
番

地
二

同

同

半
田
秋
男

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
五
百
五
十
五

番
地
一

同

同

鈴
木
重
男

笛
吹
市
石
和
町
東
高
橋
二
十
六
番

地
三

同

同

風
間
正
昭

笛
吹
市
石
和
町
今
井
四
十
九
番
地
同

同

高
野
哲
郎

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
三
百
二
十

七
番
地
一

同

同

横
山
泉

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
十
七
番
地
同

同

竹
内
信

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
百
二
十
三
番

地

同

同

山
下
清

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
三
百
八
十

五
番
地

同

監
事

半
田
進

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
八
十
一
番
地
同

同

水
谷
修

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
千
七
百
三

十
番
地
一

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
六
号
　
　
令
和
六
年
三
月
十
八
日

九
九

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
稔

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
第
四
号
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

2
　
前
項
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
と
管
理

者
が
認
め
る
作
業

七
三
〇
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
業
に
応
じ
て
管
理
者
が
認
め
る
額

（
当
該
作
業
が
夜
間
に
行
わ
れ
た
場
合
は
五
割

増
（
夜
間
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
危
険
性

が
増
大
し
な
い
と
管
理
者
が
認
め
る
も
の
を
除

く
。
）
）

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
程
別
表
第
五
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

二
　
就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
河
阪
昌
則

笛
吹
市
石
和
町
河
内
四
百
七
十
二

番
地

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

理
事

原
敏
雄

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
九
十
二
番

地
二

同

同

半
田
秋
男

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
五
百
五
十
五

番
地
一

同

同

鈴
木
重
男

笛
吹
市
石
和
町
東
高
橋
二
十
六
番

地
三

同

同

風
間
正
昭

笛
吹
市
石
和
町
今
井
四
十
九
番
地
同

同

高
野
哲
郎

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
三
百
二
十

七
番
地
一

同

同

横
山
泉

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
十
七
番
地
同

同

竹
内
信

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
百
二
十
三
番

地

同

同

山
下
清

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
三
百
八
十

五
番
地

同

監
事

半
田
進

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
八
十
一
番
地
同

同

水
谷
修

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
千
七
百
三

十
番
地
一

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
河
阪
昌
則

笛
吹
市
石
和
町
河
内
四
百
七
十
二

番
地

令
和
五
年
四
月
一
日

理
事

小
野
和
明

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
百
四
十
二
番

地
二

同

同

青
柳
一
喜

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
百
七
十
九
番

地

同

同

増
田
敦

笛
吹
市
石
和
町
東
高
橋
二
百
九
十

五
番
地
一

同

同

風
間
俊
一

笛
吹
市
石
和
町
今
井
七
十
番
地

同

同

高
野
哲
郎

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
三
百
二
十

七
番
地
一

同

同

高
野
正
治

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
八
十
六
番

地

同

同

横
山
泉

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
十
七
番
地
同

同

萩
原
豊
穂

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
五
十
四
番

地

同

監
事

森
山
定
美

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
百
十
八
番
地
同

同

森
本
隆

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
千
六
百
六

十
四
番
地
一

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
河
阪
昌
則

笛
吹
市
石
和
町
河
内
四
百
七
十
二

番
地

令
和
五
年
四
月
一
日

理
事

小
野
和
明

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
百
四
十
二
番

地
二

同

同

青
柳
一
喜

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
百
七
十
九
番

地

同

同

増
田
敦

笛
吹
市
石
和
町
東
高
橋
二
百
九
十

五
番
地
一

同

同

風
間
俊
一

笛
吹
市
石
和
町
今
井
七
十
番
地

同

同

高
野
哲
郎

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
三
百
二
十

七
番
地
一

同

同

高
野
正
治

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
八
十
六
番

地

同

同

横
山
泉

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
十
七
番
地
同

同

萩
原
豊
穂

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
五
十
四
番

地

同

監
事

森
山
定
美

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
百
十
八
番
地
同

同

森
本
隆

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
千
六
百
六

十
四
番
地
一

同

災
害
の
発
生
し
た

箇
所
又
は
災
害
の

発
生
す
る
お
そ
れ

の
著
し
い
箇
所
で

行
う
作
業

﹁

﹁

1
　
災
害
の
発
生

し
た
箇
所
又
は

災
害
の
発
生
す

る
お
そ
れ
の
著

し
い
箇
所
で
行

う
作
業

﹁

﹁



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
六
号
　
　
令
和
六
年
三
月
十
八
日

一
〇
〇

選
挙
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
の
一
の
数

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡
　
　
　
　
　
一
三
、
六
五
〇

中
巨
摩
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
五
二
七

南
都
留
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
八
九
六

甲
府
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
、
一
〇
九

富
士
吉
田
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
、
二
四
五

都
留
市
・
西
桂
町
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
三
五
〇

山
梨
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
四
六
〇

大
月
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
四
九
三

韮
崎
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
九
七
九

南
ア
ル
プ
ス
市
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
、
七
六
七

北
杜
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
、
二
〇
三

甲
斐
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
、
九
三
五

笛
吹
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
、
八
三
七

上
野
原
市
・
北
都
留
郡
　
　
　
　
　
　
六
、
七
〇
七

甲
州
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
五
六
二

中
央
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
一
一
八

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

一
三
、
五
五
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

一
七
九
、
五
八
四

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博


